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1　

最
低
賃
金
制
度

　

最
低
賃
金
制
度
と
は
、
最
低
賃
金
法
に
基

づ
き
国
が
賃
金
の
最
低
限
度
を
定
め
、
使
用

者
は
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
労

働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
制
度
。
仮
に
最
低
賃
金
よ
り
低
い
賃

金
を
労
働
者
、
使
用
者
双
方
の
合
意
の
上
で

定
め
て
も
、
そ
れ
は
法
律
に
よ
っ
て
無
効
と

さ
れ
、
最
低
賃
金
額
と
同
様
の
定
め
を
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
低
賃
金

未
満
の
賃
金
し
か
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
最
低
賃
金
額
と
の
差
額
を
支
払
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

（
参
照
）
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
四
年
四
月
一
五
日　

法

律
第
一
三
七
号
）（
抜
粋
）

　

第
四
条
第
一
項　

使
用
者
は
、
最
低
賃
金
の
適
用
を

受
け
る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
四
条
第
二
項　

最
低
賃
金
の
適
用
を
受
け
る
労
働

者
と
使
用
者
と
の
間
の
労
働
契
約
で
最
低
賃
金
額
に
達

し
な
い
賃
金
を
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て

は
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
無
効
と
な
っ

た
部
分
は
、
最
低
賃
金
と
同
様
の
定
を
し
た
も
の
と
み

な
す
。

2　

最
低
賃
金
の
種
類

　

最
低
賃
金
に
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
及
び

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
の
二
種
類
が
あ

る
。 

（
１
）
地
域
別
最
低
賃
金

　

地
域
別
最
低
賃
金
は
、
産
業
や
職
種
に

か
か
わ
り
な
く
、
都
道
府
県
内
の
す
べ
て

の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
対
し
て
適
用

さ
れ
る
最
低
賃
金
と
し
て
、
各
都
道
府
県

に
一
つ
ず
つ
、
全
部
で
四
七
の
最
低
賃
金

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
２
）
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金 

　

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
は
、
特
定

の
産
業
に
つ
い
て
、
関
係
労
使
が
基
幹
的

労
働
者
を
対
象
と
し
て
、
地
域
別
最
低
賃

金
よ
り
金
額
水
準
の
高
い
最
低
賃
金
を
定

め
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い

て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
各
都
道
府
県
に
全

部
で
二
五
〇
の
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。 

※ 

今
年
七
月
一
日
の
改
正
最
低
賃
金
法
の
施
行
に
よ

り
、
従
前
あ
っ
た
労
働
協
約
の
拡
張
適
用
に
よ
る

地
域
的
最
低
賃
金
は
廃
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
改

正
最
低
賃
金
法
施
行
後
二
年
間
は
、
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

3　

最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金

　

最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金
は
、
毎
月

支
払
わ
れ
る
基
本
的
な
賃
金
に
限
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
基
本
給
と
諸
手
当
が
対
象
と

な
る
。
逆
に
、
以
下
の
賃
金
は
最
低
賃
金
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。 

《
最
低
賃
金
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
賃
金
》

・
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金=

結
婚
手
当
な

ど
・
１
ヶ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ

る
賃
金=

賞
与
な
ど

・
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
期
間
の
労
働
に

対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金=

時
間
外
割
増

賃
金
な
ど

・
所
定
労
働
日
以
外
の
労
働
に
対
し
て
支
払

わ
れ
る
賃
金=

休
日
割
増
賃
金
な
ど

・
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
の

労
働
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
う
ち
、

通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
の
計
算
額
を
超

え
る
部
分=

深
夜
割
増
賃
金
な
ど

・
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
家
族
手
当

4 　

最
低
賃
金
額
以
上
と
な
っ
て

い
る
か
確
認
す
る
方
法

　

実
際
の
賃
金
が
最
低
賃
金
以
上
と
な
っ
て

い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
に
は
、
最
低
賃
金

の
対
象
と
な
る
賃
金
額
と
適
用
さ
れ
る
最
低

賃
金
額
を
次
の
方
法
で
比
較
す
る
。

（
１
）
時
間
給
の
場
合　

時
間
給≧

最
低
賃

金
額
（
時
間
額
） 

（
２
）
日
給
の
場
合　

日
給÷

一
日
の
所
定

労
働
時
間≧
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

　

た
だ
し
、
日
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
日
給≧

最
低
賃
金
額
（
日
額
） 

（
３
）（
１
）、（
２
）
以
外
（
週
給
、
月
給
等
）

の
場
合　

賃
金
額
を
時
間
当
た
り
の
金
額
に

換
算
し
、
最
低
賃
金
（
時
間
額
）
と
比
較
す

る
。

　

た
だ
し
、
日
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
賃
金
額
と
最
低
賃
金
額
の
日
額
の
そ

れ
ぞ
れ
を
時
間
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
て

比
較
す
る
。 

5 　

最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
労

働
者
の
範
囲

　

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
は
、
都
道
府

県
内
の
一
部
の
産
業
の
一
部
の
使
用
者
及
び

労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
（
一
八
歳
未
満
又
は

六
五
歳
以
上
の
方
、
雇
入
れ
後
一
定
期
間
未

満
で
技
能
習
得
中
の
方
、
そ
の
他
当
該
産
業

に
特
有
の
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
方
な
ど

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
地
域
別
最
低
賃
金
が

適
用
さ
れ
る
）。
そ
れ
に
対
し
て
地
域
別
最

低
賃
金
は
、
都
道
府
県
内
の
す
べ
て
の
使
用

者
及
び
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
（
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
臨
時
、
嘱
託
な
ど

の
雇
用
形
態
の
別
な
く
適
用
さ
れ
る
）。
し

か
し
、
一
般
の
労
働
者
と
労
働
能
力
な
ど
が

異
な
る
た
め
、
最
低
賃
金
を
一
律
に
適
用
す

る
と
か
え
っ
て
雇
用
機
会
を
狭
め
る
可
能
性

が
あ
る
以
下
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
使
用

者
が
都
道
府
県
労
働
局
長
の
許
可
を
受
け
る

こ
と
を
条
件
と
し
て
個
別
に
最
低
賃
金
の
減

額
の
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

・
精
神
ま
た
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
著
し

く
労
働
能
力
の
低
い
方 

・
試
用
期
間
中
の
方 

・
認
定
職
業
訓
練
（
事
業
主
等
の
行
う
職

業
訓
練
の
申
請
を
受
け
て
、
都
道
府
県

　

最
低
賃
金
制
度
の
概
要
と
動
向

⒈ 
最
低
賃
金
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知
事
が
認
定
を
行
っ
た
訓
練
）
を
受
け

て
い
る
方 

・
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
方 

・
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
方 

6　

最
低
賃
金
の
不
払
い
に
つ
い
て

　

今
年
七
月
の
最
低
賃
金
法
改
正
に
よ
り
、

地
域
別
最
低
賃
金
の
不
払
の
場
合
の
罰
金
の

上
限
額
が
二
万
円
か
ら
五
〇
万
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
産
業
別
最
低
賃
金
の
不

　

厚
生
労
働
省
の
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
は

八
月
六
日
、
厚
労
相
に
対
し
、
二
〇
〇
八
年

度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い

て
答
申
し
た
。
答
申
は
、
今
年
度
の
目
安
に

つ
い
て
、
労
使
の
意
見
の
隔
た
り
が
大
き
く
、

意
見
の
一
致
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
、

昨
年
同
様
公
益
委
員
見
解
を
地
方
最
低
賃
金

審
議
会
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
益

委
員
見
解
の
目
安
額
は
、
六
月
三
〇
日
の
諮

問
に
際
し
、
最
低
賃
金
法
の
改
正
や
、
成
長

力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け
る
議

論
に
も
配
意
し
た
調
査
審
議
が
求
め
ら
れ
た

こ
と
に
特
段
の
配
慮
を
し
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
以
下
が
そ
の
答
申
（
一
部
割
愛
）。

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申

「
平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃

金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い
て
」

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
（
会
長
・
今
野
浩

一
郎
学
習
院
大
学
教
授
）
は
、
本
年
六
月
三

〇
日
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、「
平
成
二
〇
年

度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い

て
」
の
諮
問
を
受
け
、
目
安
に
関
す
る
小
委

員
会
を
設
け
て
審
議
を
重
ね
て
き
た
が
、
八

月
六
日
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
答
申
を

行
っ
た
。 

答
申
は
、
平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃

金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一

致
を
み
る
に
至
ら
ず
、
昨
年
度
同
様
目
安
に

関
す
る
公
益
委
員
見
解
を
地
方
最
低
賃
金
審

議
会
に
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

公
益
委
員
見
解
と
し
て
示
さ
れ
た
平
成
二

〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定
の
目
安
は
、

全
国
の
都
道
府
県
を
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
四

つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
、
引
上
げ
額
を
Ａ
ラ
ン

ク
一
五
円
、
Ｂ
ラ
ン
ク
一
一
円
、
Ｃ
ラ
ン
ク

一
〇
円
、
Ｄ
ラ
ン
ク
七
円
（
ラ
ン
ク
毎
の
引

上
げ
額
）
と
す
る
と
と
も
に
、
本
年
七
月
一

日
に
施
行
さ
れ
た
最
低
賃
金
法
改
正
法
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
一
定
の
前
提
の
下
に
最
低
賃

金
額
と
生
活
保
護
と
を
比
較
し
た
結
果
、
最

低
賃
金
額
が
生
活
保
護
を
下
回
る
一
二
都
道

府
県
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め

の
期
間
（
年
数
）
で
生
活
保
護
と
の
乖
離
額

を
除
し
て
得
た
額
と
ラ
ン
ク
毎
の
引
上
げ
額

と
を
比
較
し
て
大
き
い
方
の
額
と
し
た
。

生
活
保
護
と
の
乖
離
額
を
解
消
す
る
た
め

の
期
間
に
つ
い
て
は
、
公
益
委
員
見
解
で
示

さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
地
方
最
低
賃
金

審
議
会
が
定
め
、
今
年
度
の
具
体
的
な
引
上

げ
額
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
一
定

の
前
提
を
置
い
て
計
算
し
た
場
合
、
今
年
度

の
引
上
げ
額
の
目
安
の
全
国
加
重
平
均
は
一

五
円
と
な
る
。

平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定
の

目
安
に
つ
い
て
（
答
申
）

平
成
二
〇
年
六
月
三
〇
日
に
諮
問
の
あ
っ

た
平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改
定

の
目
安
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
答
申
す
る
。

9 3

4
1 40

24
30

50

⒉ 改正最低賃金法の概要（平成20年７月１日施行）

⒊
平
成
二
〇
年
度
の
地
域
別
最
低

賃
金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い
て
（
答
申
）

資料出所：厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/

払
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
法
の
罰
則
は
適

用
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
労
働
基
準
法
の
賃

金
の
全
額
払
違
反
の
罰
則
（
罰
金
の
上
限
額

三
〇
万
円
）
は
適
用
さ
れ
る
。 
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記

１　

平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改

定
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
に
関
し

意
見
の
一
致
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

２　

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
審
議

に
資
す
る
た
め
、
上
記
目
安
に
関
す
る
公
益

委
員
見
解
（
別
紙
１
）
及
び
中
央
最
低
賃
金

審
議
会
目
安
に
関
す
る
小
委
員
会
報
告
（
別

紙
２
）
を
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
提
示
す

る
も
の
と
す
る
。

３　

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
の
結
果

を
重
大
な
関
心
を
も
っ
て
見
守
る
こ
と
と
し
、

同
審
議
会
に
お
い
て
、
別
紙
１
の
２
に
示
さ

れ
て
い
る
公
益
委
員
の
見
解
を
十
分
参
酌
さ

れ
、
自
主
性
を
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期

待
す
る
も
の
で
あ
る
。

４　

政
府
に
お
い
て
、「
中
小
企
業
生
産
性
向

上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
強
力
に
推
進
し
、
Ｉ

Ｔ
化
の
推
進
や
人
材
の
確
保
・
育
成
の
強
化

等
に
よ
る
中
小
企
業
の
体
質
強
化
、
収
益
力

向
上
に
努
め
る
こ
と
、
下
請
代
金
支
払
遅
延

等
防
止
法
に
よ
る
取
締
の
一
層
の
強
化
を
図

る
と
と
も
に
、
下
請
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及

啓
発
に
か
か
る
取
組
み
を
強
化
し
、
下
請
適

正
取
引
等
の
推
進
に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
を

要
望
す
る
。

ま
た
、
行
政
機
関
が
民
間
企
業
に
業
務
委

託
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
年
度
途
中
の
最

低
賃
金
改
定
に
よ
っ
て
当
該
業
務
委
託
先
に

お
け
る
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
に
支
障
が
生

じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
発
注
時
に
お
け
る

特
段
の
配
慮
を
要
望
す
る
。

別
紙
１ 

平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金

額
改
定
の
目
安
に
関
す
る
公
益
委
員
見
解

１　

平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
額
改

定
の
引
上
げ
額
の
目
安
は
、
表
１
中
で
下
線

が
付
さ
れ
て
い
な
い
県
に
つ
い
て
は
、
同
表

に
掲
げ
る
金
額
と
し
、
下
線
が
付
さ
れ
た
都

道
府
県
（
利
用
可
能
な
直
近
の
平
成
一
八
年

度
デ
ー
タ
に
基
づ
く
生
活
保
護
水
準
と
の
乖

離
額
か
ら
、
平
成
一
九
年
度
の
地
域
別
最
低

賃
金
引
上
げ
額
を
控
除
し
て
も
な
お
生
活
保

護
水
準
を
下
回
っ
て
い
る
都
道
府
県
）
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
２
の
Ｃ
欄
に
掲
げ
る

乖
離
額
を
当
該
乖
離
額
を
解
消
す
る
た
め
の

期
間
と
し
て
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
で
定
め

る
年
数
で
除
し
て
得
た
金
額
と
、
表
１
に
掲

げ
る
金
額
と
を
比
較
し
て
大
き
い
方
の
額
と

す
る
。

２
（
１
）
目
安
小
委
員
会
は
本
年
の
目
安
審

議
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
一
六
年
一
二
月
一

五
日
に
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
了

承
さ
れ
た
「
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
目
安
制

度
の
あ
り
方
に
関
す
る
全
員
協
議
会
報
告
」

を
踏
ま
え
、
特
に
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に

お
け
る
合
理
的
な
自
主
性
発
揮
が
確
保
で
き

る
よ
う
整
備
充
実
に
努
め
て
き
た
資
料
を
基

に
す
る
と
と
も
に
、「
現
下
の
最
低
賃
金
を
取

り
巻
く
状
況
や
、
本
年
七
月
一
日
に
施
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
加
え
て
、

成
長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け

る
賃
金
の
底
上
げ
に
関
す
る
議
論
に
も
配
意

し
た
」
調
査
審
議
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
特

段
の
配
慮
を
し
た
上
で
、
諸
般
の
事
情
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
審
議
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

目
安
小
委
員
会
の
公
益
委
員
と
し
て
は
、

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
は
最
低
賃

金
の
審
議
に
際
し
、
上
記
資
料
を
活
用
さ
れ

る
こ
と
を
希
望
す
る
。

（
２
）
上
記
表
２
の
Ｃ
欄
に
掲
げ
る
乖
離

額
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
法
改
正
法
の
趣

旨
に
鑑
み
れ
ば
、
速
や
か
に
解
消
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
が
、
一
方
で
、
最
低
賃
金
額
は

労
働
者
の
生
計
費
な
か
ん
ず
く
生
活
保
護
の

み
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

労
働
者
の
賃
金
や
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払

能
力
も
含
め
て
総
合
的
に
勘
案
し
て
決
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
地
域

の
経
済
情
勢
、
雇
用
状
況
等
の
実
態
を
踏
ま

え
て
こ
れ
を
解
消
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
目
安
小
委
員
会
の
公
益
委
員

と
し
て
は
、
残
さ
れ
た
乖
離
額
に
つ
い
て
、

原
則
と
し
て
二
年
以
内
に
解
消
す
る
こ
と
と

し
、
そ
う
し
た
場
合
に
、
今
年
度
の
引
上
げ

額
が
、
こ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
に
大

幅
に
な
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
三
年
程
度

で
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
も

な
お
、
地
域
の
経
済
や
雇
用
に
著
し
い
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

は
、
五
年
程
度
で
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が

適
当
と
考
え
る
。

な
お
、
具
体
的
な
解
消
期
間
及
び
解
消
額

に
つ
い
て
は
、
地
域
の
経
済
・
企
業
・
雇
用

動
向
等
も
踏
ま
え
、
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

が
そ
の
自
主
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
す

る
。（３

）
ま
た
、
今
後
の
最
低
賃
金
と
生
活

保
護
の
具
体
的
な
比
較
に
つ
い
て
は
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
最
新
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

行
う
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

（
４
）
目
安
小
委
員
会
の
公
益
委
員
と
し

て
は
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
本
年
度
の

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
の
結
果
を
重

大
な
関
心
を
も
っ
て
見
守
る
こ
と
を
要
望
す

る
。

別
紙
２ 

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
目
安
に
関

す
る
小
委
員
会
報
告
（
平
成
二
〇 

年
八
月

四
日
）

１　

は
じ
め
に

平
成
二
〇
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
改

表１
ランク 都道府県 金額

Ａ 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 15円

Ｂ 
栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、
兵庫、広島

11円

Ｃ 
北海道、宮城、福島、茨城、群馬、新潟、石川、福井、
山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

10円

Ｄ 
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、徳島、愛媛、高
知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

7円

表２
都道府県 平成18年度データ

に基づく乖離額
（Ａ）

平成19年度地域別
最低賃金引上げ額

（Ｂ）

残された乖離額
（Ｃ）
(＝Ａ－Ｂ)

北海道 63円 10円 53円

青森 20円 9 円 11円

宮城 31円 11円 20円

秋田 17円 8 円 9円

埼玉 56円 15円 41円

千葉 35円 19円 16円

東京 100円 20円 80円

神奈川 108円 19円 89円

京都 47円 14円 33円

大阪 53円 19円 34円

兵庫 36円 14円 22円

広島 37円 15円 22円
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定
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
中
央
最
低
賃
金
審

議
会
に
対
し
て
「
現
下
の
最
低
賃
金
を
取
り

巻
く
状
況
や
、
本
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
加
え
て
、
成

長
力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け
る

賃
金
の
底
上
げ
に
関
す
る
議
論
に
も
配
意
し

た
」
調
査
審
議
を
求
め
る
諮
問
が
な
さ
れ
た

中
で
、
累
次
に
わ
た
り
会
議
を
開
催
し
、
目

安
額
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
真
摯
な
議
論
が
展

開
さ
れ
る
な
ど
、
十
分
審
議
を
尽
く
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

２　

労
働
者
側
見
解

労
働
者
側
委
員
は
、
経
済
は
下
降
局
面
に

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
よ
う
や
く
デ
フ

レ
を
脱
却
し
つ
つ
あ
り
、
緩
や
か
な
が
ら
も

底
堅
い
成
長
軌
道
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

と
し
た
も
の
の
、
勤
労
者
へ
の
所
得
増
加
に

は
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
食
料
品
な

ど
生
活
必
需
品
の
値
上
が
り
が
顕
著
に
み
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
生
活
防
衛
の
観
点
か

ら
も
最
低
賃
金
の
大
幅
な
引
上
げ
が
必
要
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
雇
用
形
態
の

多
様
化
が
進
展
す
る
中
で
、
勤
労
者
の
所
得

格
差
が
拡
大
し
続
け
て
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
「
生
活
で
き
る
賃
金
」
を

保
障
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
主

張
し
た
。

今
年
の
目
安
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
改
正

最
低
賃
金
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
す
べ
て
の

労
働
者
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
生
活
保
護

水
準
を
上
回
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
働
く

人
の
賃
金
の
底
上
げ
に
つ
な
が
る
最
低
賃
金

と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
、
高

卒
初
任
給
や
、
一
般
労
働
者
の
平
均
賃
金
の

五
〇
％
程
度
、
連
合
が
試
算
し
た
最
低
生
計

費
か
ら
は
時
間
給
九
〇
〇
円
を
超
え
る
水
準

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
水
準
に
向
け
中
長
期

的
に
引
き
上
げ
る
た
め
に
、
本
年
は
五
〇
円

程
度
の
引
上
げ
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
最
後

ま
で
強
く
主
張
し
た
。

ま
た
、
生
活
保
護
と
の
整
合
性
に
対
す
る

考
え
方
に
つ
い
て
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
最

低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
」
を
保
障
す
る

憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
及
び
最
低
賃
金
法

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誰
も
が

生
活
保
護
を
上
回
る
最
低
賃
金
水
準
と
す
べ

き
で
あ
り
、
県
庁
所
在
地
の
生
活
保
護
基
準

と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
と

と
も
に
、
生
活
保
護
基
準
を
時
間
換
算
す
る

た
め
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
必
要
生
計

費
と
実
態
賃
金
を
比
較
す
る
こ
と
が
適
切
で

あ
り
、
一
般
労
働
者
の
所
定
内
実
労
働
時
間

と
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
基
準
の

取
り
方
に
つ
い
て
は
、
一
八
歳
単
身
の
生
活

扶
助
の
第
一
類
費
、
第
二
類
費
及
び
住
宅
扶

助
に
、
す
べ
て
の
世
帯
構
成
員
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
必
要
最
低
生
計
費
で
あ
る
期
末
一

時
扶
助
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

な
お
、
乖
離
額
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
最

低
賃
金
法
改
正
法
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
単

年
度
で
解
消
す
べ
き
と
主
張
し
た
。

３　

使
用
者
側
見
解

使
用
者
側
委
員
は
、
景
気
の
現
状
は
一
年

前
と
は
全
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
お
り
、

日
本
経
済
全
体
と
し
て
は
踊
り
場
局
面
に
あ

る
が
、
原
燃
料
の
高
騰
等
に
よ
り
、
企
業
業

績
は
減
益
、
景
況
感
も
悪
化
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
輸
出
の
減
速
及
び
原
燃
料
価
格
の
高

騰
を
背
景
に
、
経
常
利
益
の
年
度
計
画
が
大

幅
に
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
倒
産
件
数

も
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

も
に
、
地
域
経
済
の
現
状
に
つ
い
て
も
、
日

銀
の
「
地
域
経
済
報
告
」
等
に
よ
れ
ば
、
足

下
の
景
気
は
全
体
と
し
て
減
速
し
て
い
る
と

し
つ
つ
も
、
依
然
、
地
域
差
が
み
ら
れ
、
有

効
求
人
倍
率
や
失
業
率
に
つ
い
て
も
、
地
域

間
で
相
違
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
景
況
は
、
原
油
・
原

材
料
価
格
の
高
騰
が
止
ま
ら
な
い
一
方
で
価

格
転
嫁
が
で
き
な
い
と
い
う
厳
し
い
状
況
の

下
で
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
無
理

な
人
件
費
の
増
加
は
中
小
零
細
企
業
の
存
続

に
関
わ
る
問
題
に
な
り
か
ね
な
い
と
主
張
す

る
と
と
も
に
、
設
備
投
資
計
画
な
ど
を
み
て

も
大
企
業
と
比
較
し
て
大
き
く
落
ち
込
ん
で

お
り
、
中
小
企
業
の
先
行
き
に
対
す
る
不
透

明
感
・
不
安
感
が
非
常
に
強
い
と
主
張
し
た
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
年
度
の
目

安
審
議
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
を
決
定
す

る
際
の
決
定
基
準
の
一
つ
で
あ
る
「
労
働
者

の
生
計
費
」
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
、
生

活
保
護
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
に
配
慮
す

る
こ
と
が
法
律
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
、
加
え

て
、
諮
問
の
際
に
求
め
ら
れ
た
「
成
長
力
底

上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け
る
賃
金
の

底
上
げ
に
関
す
る
議
論
」
へ
の
配
意
に
つ
い

て
真
摯
に
受
け
止
め
て
議
論
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
経
済
の
状
況
は
全
体
と
し
て

厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
特
に
、
我
が
国
企
業

数
の
九
九
・
七
％
を
占
め
、
労
働
者
の
七
割

を
雇
用
し
て
い
る
中
小
・
零
細
企
業
は
よ
り

厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
地

域
間
の
「
ば
ら
つ
き
」
も
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
企
業
の
存
続
や
雇
用
に
及
ぼ
す
影
響
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
大
幅
な
引

上
げ
を
行
え
る
状
況
に
は
な
い
こ
と
を
最
後

ま
で
強
く
主
張
し
た
。

ま
た
、
生
活
保
護
と
の
整
合
性
に
対
す
る

考
え
方
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
と
比
較
す

る
際
の
生
活
保
護
と
し
て
、
考
慮
す
べ
き
年

齢
に
つ
い
て
は
様
々
な
考
え
が
あ
る
も
の
の
、

基
本
的
に
は
、
単
身
者
の
生
活
扶
助
の
第
一

類
費
と
第
二
類
費
を
人
口
加
重
平
均
し
た
も

の
に
住
宅
扶
助
の
実
績
値
を
加
え
た
も
の
と

認
識
し
て
い
る
と
し
、
最
低
賃
金
を
月
額
換

算
す
る
上
で
用
い
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、

実
労
働
時
間
を
と
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、

法
定
労
働
時
間
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
た
。

４　

意
見
の
不
一
致

本
小
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
意
見

を
踏
ま
え
目
安
を
取
り
ま
と
め
る
べ
く
努
め

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
労
使
の
意
見
の
隔
た

り
が
大
き
く
、
遺
憾
な
が
ら
目
安
を
定
め
る

に
至
ら
な
か
っ
た
。

５　

公
益
委
員
見
解
及
び
こ
れ
に
対
す
る
労

使
の
意
見

今
年
度
の
目
安
審
議
に
つ
い
て
は
、
公
益

委
員
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
央
最
低
賃

金
審
議
会
に
お
け
る
審
議
を
尊
重
し
つ
つ
、

「
現
下
の
最
低
賃
金
を
取
り
巻
く
状
況
や
、

本
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
加
え
て
、
成
長
力
底
上
げ
戦

略
推
進
円
卓
会
議
に
お
け
る
賃
金
の
底
上
げ

に
関
す
る
議
論
に
も
配
意
し
た
」
調
査
審
議

が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
特
段
の
配
慮
を
し
た

上
で
、
上
記
の
労
使
の
小
規
模
企
業
の
経
営

実
態
等
へ
の
配
慮
及
び
そ
こ
に
働
く
労
働
者

の
労
働
条
件
の
改
善
の
必
要
性
に
関
す
る
意

見
等
に
も
表
れ
た
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
公
益
委
員
に
よ
る
見
解
を
下
記
１

の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
。

今
年
度
の
目
安
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

賃
金
改
定
状
況
調
査
結
果
を
重
要
な
参
考
資

料
と
す
る
と
と
も
に
、
地
域
別
最
低
賃
金
と
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実
際
の
賃
金
分
布
と
の
関
係
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
加
え
て
、
生
活
保
護
に
係
る
施
策
と
の

整
合
性
に
も
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
規
定
が

新
た
に
加
え
ら
れ
た
最
低
賃
金
法
改
正
法
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
一
定
の
前
提
の
下
で
の
生

活
保
護
と
最
低
賃
金
と
の
比
較
を
行
う
な
ど
、

様
々
な
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
も
の
で

あ
る
。

地
域
別
最
低
賃
金
の
具
体
的
な
水
準
は
、

労
働
者
の
生
計
費
及
び
賃
金
並
び
に
通
常
の

事
業
の
賃
金
支
払
能
力
と
い
う
三
つ
の
要
素

を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
労
働
者
の
生
計
費
に
つ
い
て
は
、

生
活
保
護
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
に
つ
い

て
配
慮
す
る
旨
の
規
定
が
、
先
般
の
最
低
賃

金
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
追
加
さ
れ
、
生
計

費
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
生
活
保
護
が
あ
る

こ
と
が
、
法
律
上
明
確
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

生
活
保
護
と
の
関
係
は
、
最
低
賃
金
審
議

会
に
お
け
る
審
議
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き

三
つ
の
考
慮
要
素
の
う
ち
生
計
費
に
係
る
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
低
賃
金
法
の
規
定

ぶ
り
と
し
て
は
、
生
活
保
護
と
の
整
合
性
に

配
慮
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
法
律
上
、
特
に
生
活
保
護
と
の
整
合

性
だ
け
が
明
確
に
さ
れ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、
最
低
賃
金
は
生
活
保
護
を
下
回
ら

な
い
水
準
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
い
う
趣

旨
と
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

最
低
賃
金
と
生
活
保
護
の
比
較
に
つ
い
て

は
、
両
者
の
基
本
的
性
質
が
異
な
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
例
え
ば
、
地
域
別
最
低
賃
金
は
都

道
府
県
単
位
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

生
活
保
護
は
市
町
村
を
六
段
階
の
級
地
に
区

分
し
て
い
る
こ
と
、
生
活
保
護
は
年
齢
や
世

帯
構
成
に
よ
っ
て
基
準
額
が
異
な
る
こ
と
、

生
活
保
護
で
は
必
要
に
応
じ
た
各
種
加
算
や

住
宅
扶
助
等
が
あ
る
こ
と
等
を
ど
の
よ
う
に

考
慮
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
が
、

公
益
委
員
と
し
て
は
、
直
近
の
デ
ー
タ
に
基

づ
き
、
手
取
額
で
み
た
最
低
賃
金
額
と
、
衣

食
住
と
い
う
意
味
で
生
活
保
護
の
う
ち
若
年

単
身
世
帯
の
生
活
扶
助
基
準
の
都
道
府
県
内

人
口
加
重
平
均
に
住
宅
扶
助
の
実
績
値
を
加

え
た
も
の
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
適
当
と
考

え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
直
近
デ
ー
タ
に
よ

る
比
較
は
、
上
記
グ
ラ
フ
参
照
。）

本
小
委
員
会
と
し
て
は
、
地
方
最
低
賃
金

審
議
会
に
お
け
る
円
滑
な
審
議
に
資
す
る
た

め
、
下
記
１
を
公
益
委
員
見
解
と
し
て
同
審

議
会
に
示
す
よ
う
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
と

し
た
。

ま
た
、
同
審
議
会
の
自
主
性
発
揮
及
び
審

議
の
際
の
留
意
点
に
関
し
、
下
記
２
の
と
お

り
示
し
、
併
せ
て
総
会
に
報
告
す
る
こ
と
と

し
た
。

な
お
、
下
記
の
公
益
委
員
見
解
に
つ
い
て

は
、
労
使
双
方
と
も
そ
れ
ぞ
れ
主
張
と
離
れ

た
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
不
満
の
意
を

表
明
し
た
。

さ
ら
に
、
本
小
委
員
会
と
し
て
は
、
成
長

力
底
上
げ
戦
略
推
進
円
卓
会
議
に
お
い
て
中

小
企
業
の
生
産
性
向
上
と
最
低
賃
金
の
中
長

期
的
な
引
上
げ
の
基
本
方
針
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
政
府
に
お

い
て
、「
中
小
企
業
生
産
性
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
強
力
に
推
進
し
、
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進
や

人
材
の
確
保
・
育
成
の
強
化
等
に
よ
る
中
小

企
業
の
体
質
強
化
、
収
益
力
向
上
に
努
め
る

こ
と
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
に
よ

る
取
締
の
一
層
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、

下
請
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及
啓
発
に
か
か
る

取
組
み
を
強
化
し
、
下
請
適
正
取
引
等
の
推

進
に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
ま

た
、
行
政
機
関
が
民
間
企
業
に
業
務
委
託
を
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企
業
内
に
お
け
る
賃
金
の
底
上
げ
を
め
ざ

し
て
、
労
働
組
合
は
「
企
業
内
最
低
賃
金
協

定
」
の
締
結
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
連
合
は

〇
八
年
の
春
季
生
活
闘
争
で
は
じ
め
て
、
す

べ
て
の
組
合
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
（
ミ
ニ

マ
ム
運
動
課
題
）
と
し
て
、
企
業
内
最
低
賃

金
協
定
の
締
結
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
内
容

は
、「
連
合
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
（
誰
に
で
も

最
低
限
の
生
活
を
保
障
で
き
る
賃
金
と
し
て

の
『
生
活
保
障
水
準
』。
到
達
目
標
は
時
間

額
八
五
〇
円
、
月
額
一
四
万
八
〇
〇
〇
円
）

の
水
準
を
踏
ま
え
た
企
業
内
最
低
賃
金
協
定

を
締
結
す
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

最
低
賃
金
協
定
は
、
企
業
内
に
お
け
る
賃

金
の
最
低
規
制
（
最
低
賃
率
）
の
意
味
合
い

だ
け
で
な
く
、
未
組
織
労
働
者
を
含
む
当
該

産
業
全
体
に
適
用
さ
れ
る
法
定
産
業
別
最
低

賃
金
の
基
礎
に
な
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

自
動
車
、
電
機
、
鉄
鋼
な
ど
の
金
属
産
業
の

産
別
労
組
で
構
成
す
る
金
属
労
協（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・

Ｊ
Ｃ
、
二
〇
〇
万
人
）
は
、
賃
金
水
準
の
下

支
え
に
よ
る
生
活
不
安
の
払
拭
や
雇
用
形
態

の
多
様
化
に
対
応
し
た
公
正
処
遇
の
確
立
に

向
け
、
Ｊ
Ｃ
ミ
ニ
マ
ム
運
動
を
推
進
し
て
い

る
。
①
「
Ｊ
Ｃ
ミ
ニ
マ
ム
」（
三
五
歳
で
二
一

万
円
以
下
を
な
く
す
る
）、
②
企
業
内
最
低

賃
金
協
定
の
締
結
、
③
法
定
産
業
別
最
低
賃

金―
―

を
相
互
に
連
動
さ
せ
た
取
り
組
み
を

進
め
る
よ
う
傘
下
の
組
織
に
要
請
し
て
い
る
。

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
は
こ
の
ミ
ニ
マ
ム

運
動
の
基
礎
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
〇
七
年

に
設
定
さ
れ
た
法
定
産
業
別
最
賃
の
三
分
の

二
が
金
属
労
協
加
盟
傘
下
の
取
り
組
み
で
あ

円
（
大
阪
な
ど
）
に
分
散
し
た
ほ
か
、
Ｂ
ラ

ン
ク
は
二
〇
円
か
ら
一
一
円
、
Ｃ
ラ
ン
ク
は

一
四
円
か
ら
一
一
円
、
Ｄ
ラ
ン
ク
は
一
一
円

か
ら
七
円
の
引
き
上
げ
と
な
っ
た
。
ち
な
み

に
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
答
申
し
た
改

定
目
安
は
Ａ
ラ
ン
ク
で
一
五
円
、
Ｂ
ラ
ン
ク

で
一
一
円
、
Ｃ
ラ
ン
ク
で
一
〇
円
、
Ｄ
ラ
ン

ク
で
七
円
だ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
〇
八
年
度
の
最
低
賃
金
の
時

間
額
で
最
も
高
い
の
は
東
京
・
神
奈
川
の
七

六
六
円
、
最
も
低
い
の
が
宮
崎
、
鹿
児
島
、

沖
縄
の
六
二
七
円
と
な
っ
た
。

今
後
、
各
都
道
府
県
労
働
局
で
は
、
答
申

の
内
容
に
つ
い
て
の
関
係
労
働
者
及
び
関
係

使
用
者
か
ら
の
異
議
申
出
に
関
す
る
手
続
を

経
て
、
改
正
決
定
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

行
っ
て
い
る
場
合
に
、
年
度
途
中
の
最
低
賃

金
改
定
に
よ
っ
て
当
該
業
務
委
託
先
に
お
け

る
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
に
支
障
が
生
じ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
発
注
時
に
お
け
る
特
段

の
配
慮
を
要
望
す
る
。

記

※
下
記
⒈
は
（
平
成
二
〇
年
度
地
域
別
最

低
賃
金
額
改
定
の
目
安
に
関
す
る
公
益
委
員

見
解
）
と
同
じ

平
成
二
〇
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
改

正
に
つ
い
て
は
、
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に

お
い
て
、
八
月
六
日
に
中
央
最
低
賃
金
審
議

会
か
ら
提
示
さ
れ
た
「
平
成
二
〇
年
度
地
域

別
最
低
賃
金
額
改
定
の
目
安
に
つ
い
て
（
答

申
）」
を
参
考
に
し
つ
つ
、関
係
労
使
の
意
見
、

地
域
に
お
け
る
賃
金
実
態
調
査
の
結
果
、
現

下
の
最
低
賃
金
を
取
り
巻
く
状
況
、
さ
ら
に

改
正
最
低
賃
金
法
の
趣
旨
等
も
踏
ま
え
調
査

審
議
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
九
月
一
一
日

ま
で
に
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
地
域
別
最
低

賃
金
の
改
正
の
答
申
が
あ
っ
た
。

答
申
が
あ
っ
た
地
域
別
最
低
賃
金
時
間
額

は
、
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申
に
よ
れ

ば
、
改
定
さ
れ
た
最
低
賃
金
の
時
間
額
は
七

円
か
ら
三
〇
円
、
全
国
加
重
平
均
で
は
一
六

円
の
引
上
げ
と
な
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
の
引
き
上
げ
額
を
み
る
と
Ａ
ラ

ン
ク
は
、
三
〇
円
（
神
奈
川
県
）
か
ら
一
七

⒋
平
成
20
年
度
の
都
道
府
県
別
改
定
の

答
申
状
況

―
―

全
国
加
重
平
均
で
一
六
円
の
引
き
上
げ

平成20年度地域別最低賃金時間額答申状況

都道府県名
答申最低賃
金時間額
【円】

引上げ額
【円】 （発効予定年月日）

北海道 667 （654） 13 （平成20年10月19日）
青　森 630 （619） 11 （平成20年10月29日）
岩　手 628 （619） 9 （平成20年10月30日）
宮　城 653 （639） 14 （平成20年10月24日）
秋　田 629 （618） 11 （平成20年11月 2日）
山　形 629 （620） 9 （平成20年10月30日）
福　島 641 （629） 12 （平成20年10月22日）
茨　城 676 （665） 11 （平成20年10月19日）
栃　木 683 （671） 12 （平成20年10月20日）
群　馬 675 （664） 11 （平成20年10月16日）
埼　玉 722 （702） 20 （平成20年10月17日）
千　葉 723 （706） 17 （平成20年10月31日）
東　京 766 （739） 27 （平成20年10月19日）
神奈川 766 （736） 30 （平成20年10月25日）
新　潟 669 （657） 12 （平成20年10月26日）
富　山 677 （666） 11 （平成20年10月25日）
石　川 673 （662） 11 （平成20年10月19日）
福　井 670 （659） 11 （平成20年10月22日）
山　梨 676 （665） 11 （平成20年10月25日）
長　野 680 （669） 11 （平成20年10月16日）
岐　阜 696 （685） 11 （平成20年10月19日）
静　岡 711 （697） 14 （平成20年10月26日）
愛　知 731 （714） 17 （平成20年10月24日）
三　重 701 （689） 12 （平成20年10月26日）
滋　賀 691 （677） 14 （平成20年10月18日）
京　都 717（700） 17 （平成20年10月25日）
大　阪 748 （731） 17 （平成20年10月18日）
兵　庫 712 （697） 15 （平成20年10月22日）
奈　良 678 （667） 11 （平成20年10月25日）
和歌山 673 （662） 11 （平成20年10月30日※）
鳥　取 629 （621） 8 （平成20年10月26日）
島　根 629 （621） 8 （平成20年10月19日）
岡　山 669 （658） 11 （平成20年10月18日）
広　島 683 （669） 14 （平成20年10月26日）
山　口 668 （657） 11 （平成20年10月26日※）
徳　島 632 （625） 7 （平成20年11月 6日※）
香　川 651（640） 11 （平成20年10月19日）
愛　媛 631（623） 8 （平成20年10月24日）
高　知 630 （622） 8 （平成20年10月26日）
福　岡 675 （663） 12 （平成20年10月 5日）
佐　賀 628 （619） 9 （平成20年10月25日）
長　崎 628 （619） 9 （平成20年10月30日）
熊　本 628 （620） 8 （平成20年10月17日）
大　分 630 （620） 10 （平成20年10月29日）
宮　崎 627 （619） 8 （平成20年10月25日※）
鹿児島 627 （619） 8 （平成20年10月18日）
沖　縄 627 （618） 9 （平成20年10月31日）
全国加重
平均額 703 （687） 16

注１：括弧書きは、平成19年度地域別最低賃金額である。
注２： 「発効予定年月日」欄の※印を付したものは、異議申出が

ない場合の発効予定年月日である。

⒌
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
と
は
？

―
―

金
属
労
協
傘
下
で
は
四
割
が
締
結　
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り
、
協
定
水
準
が
産
別
最
賃
の
申
請
や
金
額

審
議
に
当
た
っ
て
、
重
要
な
参
考
指
標
と
し

て
使
わ
れ
る
た
め
だ
。
Ｊ
Ｃ
は
全
組
合
の
協

定
締
結
を
目
標
に
し
て
い
る
。

〇
八
年
の
締
結
拡
大
に
向
け
た
方
針
は
、

①
全
企
業
・
単
組
が
一
八
歳
以
上
の
労
働
者

の
企
業
内
最
低
賃
金
の
締
結
を
め
ざ
す
②
高

卒
初
任
給
に
準
拠
す
る
水
準
を
基
本
と
し
、

月
額
一
五
万
二
〇
〇
〇
円
以
上
と
す
る
③
時

間
額
で
協
定
す
る
場
合
は
、
上
記
月
額
水
準

を
所
定
労
働
時
間
で
除
し
た
水
準
と
し
九
六

〇
円
以
上
と
す
る―

―
―
―

の
三
点
。
本
部

の
積
極
的
な
働
き
か
け
や
最
賃
に
対
す
る
関

心
の
高
ま
り
も
あ
り
、
昨
年
、
全
体
Ｊ
Ｃ
全

体
で
三
割
程
度
だ
っ
た
締
結
率
が
、
〇
八
春

闘
を
経
て
、
四
割
ま
で
高
ま
っ
た
。

具
体
的
な
協
約
締
結
の
パ
タ
ー
ン
（
図
）

や
目
標
水
準
に
つ
い
て
は
、
各
産
別
で
設
定

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
電
機

連
合
で
は
春
闘
時
に
大
手
メ
ー
カ
ー
組
合
が

一
八
歳
（
高
卒
初
任
給
）
見
合
い
の
水
準
を

産
別
最
低
賃
金
と
し
て
統
一
要
求
し
、
こ
の

水
準
を
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
た
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
を
締

結
。
パ
ー
ト
な
ど
の
非
正
規
社
員
に
つ
い
て

も
、
一
日
・
時
間
当
た
り
で
、
こ
の
水
準
を

保
障
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
〇
八

春
闘
で
は
前
年
よ
り
一
五
〇
〇
円
増
の
一
五

万
二
五
〇
〇
円
を
要
求
し
、
大
手
メ
ー
カ
ー

で
構
成
す
る
一
五
の
中
闘
組
合
す
べ
て
が
満

額
回
答
を
引
き
出
し
た
。

金
属
労
協
傘
下
で
、
〇
八
春
闘
で
一
八
歳

の
最
低
賃
金
協
定
を
締
結
し
た
の
は
、
約
一

二
〇
〇
組
合
。
月
額
の
平
均
（
単
純
平
均
）

は
一
五
万
二
五
一
三
円
、
日
額
を
設
定
し
て

い
る
四
六
六
組
合
の
平
均
は
七
一
三
〇
円
、

時
間
額
を
決
め
て
い
る
五
五
九
組
合
の
平
均

は
九
〇
四
円
と
な
っ
て
い
る
。

１．最低賃金額の改定審議
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃

金の実態調査結果など各種統計資料を十分参
考にしながら審議が行われ、①労働者の生計
費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支
払能力の３要素を考慮して決定又は改定され
ることとなっており、①を考慮するに当たっ
ては、労働者が健康で文化的な最低限度の生
活を営むことができるよう、生活保護に係る
施策との整合性に配慮するものとされてい
る。
最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低

賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃
金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、
各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府
県労働局長が決定又は改定することとなって
いる。

２．地域別最低賃金額改定に係る
目安制度の概要
昭和53（1978）年から、地域別最低賃金の

全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議
会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」
を作成し、地方最低賃金審議会へ提示してい
る。また、目安は、地方最低賃金審議会の審
議の参考として示すものであって、これを拘
束するものでないこととされている。なお、
地域別最低賃金額の表示については、従来、
日額・時間額併用方式となっていたが、平成
14（2002）年度以降時間額単独方式に移行さ
れており、目安についても、平成14年度以降
時間額で示すこととなっている。

地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要

《最低賃金協定の締結パターン》

正社員
パート・アルバイト・嘱託など、直接雇用
の非正社員（週所定労働時間や勤続年数
などで組合員を特定している場合）

組合員 組合員 非組合員

A 月額・時間額協定 正社員のみを組合員としている場合
など

B 月額・時間額協定 時間額協定
パート・アルバイト等の非正社員は事
業所ごとに別途協定している場合な
ど

C 時間額協定 パート・アルバイト等を含めた組合員
全員を対象としている場合など

D 時間額協定 組合員以外も含め、企業に雇用される
全従業員を対象としている場合など

今年度の中央最低賃金審議会の目安諮問の模様
（6月30日）


